
令和４年度重点事業について 資料２

令和４年度当初予算の概要

【総　額】 ①16,849,246千円（障害者福祉推進課） 政策経費の推移 ・令和元年度　１,９４３,５２３千円（２課合計）

②41,538,650千円（障害福祉事業課） （人件費、社会保障費 ・令和 ２年度　２,３２６,１７６千円（２課合計） 委員意見（○年度）

合計 58,387,896千円（前年度当初比3,421,963千円　　6.2％増） （義務的経費）を除いた額） ・令和 ３年度　２,４６４,７００千円（２課合計） →　令和○年度当初予算事業に対する委員意見

うち社会保障費 ・令和 ４年度　３,１２９,３１８千円（２課合計）

①15,364,600千円（障害者福祉推進課）

②39,657,753千円（障害福祉事業課） １，２６６，０９５千円（障害者福祉推進課）

合計 55,022,353千円（前年度当初比2,750,936千円　　5.3％増） １，８６３，２２３千円（障害福祉事業課）

主要施策 取組の方向性（七次） 数値目標（七次） 事業名等 事業概要 令和２年度決算額（千円） 令和３年度当初予算額（千円） 令和４年度当初予算額（千円） ※委員意見（３年度） ※委員意見（４年度） ※委員意見（５年度） 説明

２精神障害のあ

る人の地域生

活の推進

２－（１）－①、⑫

精神障害にも対応した地域包

括ケアシステムの構築

精神障害のある人が、地域の一員として自分らしい暮らしを送るた

めに、医療・福祉・介護・住まい・地域の助け合い・教育が包括的に

確保された地域づくりを目指すことを目的とした事業。障害保健福

祉圏域１３圏域毎に事業委託を行い、会議体の設置・運営や、地域

課題に応じた事業を選択的に実施する。 22,740 19,776 19,776

県内１３圏域に実務者会

議及び代表者会議を設

置し、地域の課題やニー

ズに関して検討を行い、

課題に即した事業展開を

行うこととしている。

また、令和３年度から中

核市が新たに実施主体と

なるため、１５から１３圏域

となる。

２精神障害のあ

る人の地域生

活の推進

２－（１）－⑳、㉑

精神科救急医療の充実

精神疾患の急激な発症や精神症状の急変などにより、早急に適切

な医療を必要とする精神科救急患者や措置入院患者が速やかに

医療につながることができるよう、精神科救急医療システムや夜間

休日における医療の提供体制を確保する。

155,601 189,310 194,296

　精神症状の急激な悪化

等の緊急時における適

切な医療及び保護の機

会を確保する。

　また、連絡調整会議・連

携研修会・事務説明会等

を開催し、各関係機関と

の連携を密にすることに

より、精神科救急医療体

制の充実を図る。

２精神障害のあ

る人の地域生

活の推進

２－（１）－②

障害者ピアサポーター養成研

修事業

障害者ピアサポーター及び障害福祉サービス事業所等の管理者等

の養成を行うとともに、障害福祉サービス等における支援の質の向

上を図る。

　

－ 525 2,743

令和４年度から精神障害

以外の障害種別も研修

事業の対象とした。

２精神障害のあ

る人の地域生

活の推進

２－（１）－⑳、㉑

措置入院費

精神保健福祉法第２９条及び第２９条の２に規定する精神障害者の

措置入院に要する費用を負担するもの（扶助費）。なお、保険が優

先適用され、残余の費用について公費で負担することとなってい

る。 186,096 276,000 191,000

３障害のある人

への理解を広

げ権利を擁護

する 取組の推

進

３－（５）－⑤ ３－１２　失語症者向け意思疎通

支援者実養成講習修了見込者

数 失語症者向け意思疎通支援者

養成研修事業

失語症者が、地域で包括的な支援を受けられる体制を構築すること

を目的とし、県民を対象として、失語症者向け意思疎通支援者養成

研修を実施する。

3,510 3,510 3,510

５障害のある人

の相談支援体

制の充実

　

５－（１）－⑭

障害者ピアサポーター養成研

修事業【主要施策２　再掲】

障害者ピアサポーター及び障害福祉サービス事業所等の管理者等

の養成を行うとともに、障害福祉サービス等における支援の質の向

上を図る。

　 － 525 2,743

令和４年度から精神障害

以外の障害種別も研修

事業の対象とした。

７障害のある人

一人ひとりに着

目した支援の

充実

７－（１）－③

高次脳機能障害支援普及事

業

高次脳機能障害のある人に対する支援体制を確立することを目的と

して、専門的な相談支援、関係機関との支援ネットワークの充実、高

次脳機能障害に関する普及啓発、支援手法等に関する研修を行

う。

22,000 22,000 22,000

７障害のある人

一人ひとりに着

目した支援の

充実

７－（４）－①

ひきこもり地域支援センター事

業

ひきこもり本人及び家族等からの相談に応じ、相談内容により関係

機関（医療、保健、福祉、教育、労働等）につなげるとともに、希望に

より面接・アウトリーチ（訪問支援）を行う。
6,883 7,479 7,447

市町村の支援方法を検

討する必要があるのでは

ないか。

（本部会）

８様々な視点

から取り組むべ

き事項

８－（３）－④

自立支援医療（精神通院医

療）費

障害者総合支援法第５８条に規定する自立支援医療（精神通院医

療）に要する費用を負担するもの（扶助費）。なお、保険が優先適用

され、残余の費用について公費で負担することとなっている。

7,816,778 8,155,000 8,229,000

８様々な視点

から取り組むべ

き事項

８－（６）－⑥

災害派遣精神医療チーム

（DPAT）の体制整備

災害時における、被災地域の精神保健医療機能の一時低下や災

害ストレス等による新たな精神的問題の発生に対して、専門性の高

い精神医療の提供と精神保健活動の支援を行う災害派遣精神医療

チーム（DPAT）を養成するため、研修や訓練を実施し、体制を整備

する。

105 3,101 3,158

８様々な視点

から取り組むべ

き事項

８－（３）－⑮

依存症対策について

アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症者及びその家族に対して

包括的に支援するため、関係機関との連携会議の実施、依存症専

門相談支援、支援者の研修、依存症者に対する治療・回復プログラ

ム等を実施する。 3,064 5,370 4,410
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